
 

特定工場に係る規制基準（騒音規制法第４条・振動規制法第４条） 

※騒音規制法の指定地域：旧水戸市は全域指定，旧常澄村は全域指定，旧内原町は工業専用地域を除き指定 
振動規制法の指定地域：旧水戸市は工業専用地域及び用途地域の指定のない地域を除き指定，旧常澄村は 

全域指定，旧内原町は工業専用地域を除き指定 
 

特定建設作業に係る規制基準(騒音規制法第15条第１項・振動規制法第14条第１項) 

※騒音規制法の指定地域：旧水戸市は全域指定，旧常澄村は全域指定，旧内原町は工業専用地域を除き指定 
振動規制法の指定地域：旧水戸市は工業専用地域及び用途地域の指定のない地域を除き指定，旧常澄村は 

全域指定，旧内原町は工業専用地域を除き指定 
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第１種区域 第２種区域 第３種区域 第４種区域
第２種，第３種，第４

種区域内の学校・保育

所・病院・図書館・特

別養護老人ホーム・幼

保連携型認定こども園

の敷地の周囲50ｍの区

域内は５デシベル減と

する。
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第 １ 種 区 域 第 ２ 種 区 域 学校・保育所・病院・図

書館・特別養護老人ホー

ム・幼保連携型認定こど

も園の敷地の周囲50ｍの

区域内は５デシベル減と

する。
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65デシベル 55デシベル 70デシベル 60デシベル
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く い 打 機

第２号区域内のうち
学校 ・ 保 育所 ・ 病
院・図書館・特別養

護老人ホーム・幼保
連携型認定こども園
の敷地の周囲80ｍの

区域内は第１号区域
とする。

 び ょ う 打 機
第 １ 号 区 域 第 ２ 号 区 域  さ く 岩 機

 空 気 圧 縮 機  
85デシベル以下， 
19時～７時禁止， 
１日10時間以内， 
連続６日以内， 

日曜その他の休日の禁止

 
85デシベル以下， 
22時～６時禁止， 
１日14時間以内， 
連続６日以内， 

日曜その他の休日の禁止

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ

 バ ッ ク ホ ウ

 ﾄ ﾗ ｸ ﾀ ｰ ｼ ｮ ﾍ ﾞ ﾙ

 ブ ル ド ー ザ ー
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く い 打 機 第 １ 号 区 域 第 ２ 号 区 域 第２号区域内のうち学校・

保育所・病院・図書館・特

別養護老人ホーム・幼保連

携型認定こども園の敷地の

周囲80ｍの区域内は第１号

区域とする。

 鋼 球 使 用 作 業 75デシベル， 
19時～７時禁止， 
１日10時間以内， 
連続６日以内， 

日曜その他の休日の禁止

75デシベル， 
22時～６時禁止， 
１日14時間以内， 
連続６日以内， 

日曜その他の休日の禁止

 舗 装 版 破 砕 機

 ブ レ ー カ ー


